
前
年
度
並
み
の
一
般
会
計 

前
年
度
並
み
の
一
般
会
計 

特
別
会
計
は
全
体
で
20
．６
％
減 

特
別
会
計
は
全
体
で
20
．６
％
減 

て
い
く
と
と
も
に
、｢

放
課
後
こ
ど
も
プ
ラ
ン

事
業
」
を
導
入
し
、
学
童
保
育
の
充
実
を
図

り
ま
す
。 

【
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
】 

　
町
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
、
健
康
体
力
づ
く

り
を
基
本
に
、｢

健
康
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
」
の
強
化
に
努
め
、
ス
ポ
ー
ツ
の
定

着
を
推
進
す
る
と
と
も
に
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の

成
果
向
上
を
図
り
ま
す
。
19
年
度
は
町
民
ふ

れ
あ
い
運
動
会
の
開
催
年
に
あ
た
り
ま
す
。 

   

　
一
般
会
計
は
、
財
源
不
足
は
深
刻
な
状
況

で
す
が
、
主
要
施
策
の
実
現
の
た
め
に
、
ハ
ー

ド
事
業
も
可
能
な
限
り
盛
り
込
ん
だ
こ
と
か

ら
、
前
年
度
並
み
の
予
算
規
模
と
な
り
ま
し

た
。 

【
歳
入
】 

 

町
税 

税
源
移
譲
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
町
民
税
が
増
と
な
る
見
込
み
で

す
。
し
か
し
、
固
定
資
産
税
は
評
価
替
の
影

響
に
よ
り
減
少
し
、
そ
の
他
の
税
も
減
少
す

る
見
込
み
で
、
町
税
全
体
で
は
10
．
７
％
の

伸
び
に
止
ま
る
見
通
し
で
す
。 

 
地
方
譲
与
税 

税
源
移
譲
に
よ
り
経
過
的
措

置
で
あ
っ
た
所
得
譲
与
税
が
廃
止
に
な
る
こ

と
か
ら
大
幅
な
減
少
と
な
る
見
込
み
で
す
。 

 

地
方
交
付
税 
新
型
交
付
税
の
影
響
で
減
少

が
避
け
ら
れ
な
い
見
通
し
で
す
が
、
年
間
予

算
編
成
を
前
提
に
し
た
こ
と
か
ら
当
初
予
算

対
比
で
は
前
年
度
並
み
の
額
を
計
上
し
ま
し
た
。 

 

繰
入
金 

財
政
運
営
基
金
の
残
高
減
少
な
ど

に
伴
い
取
り
崩
し
を
抑
制
し
た
た
め
大
幅
な

減
と
な
り
ま
し
た
。 

 

町
債 

総
額
で
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
い
わ
ゆ
る
赤
字
債
で
あ
る
臨
時
財
政
対

策
債
が
大
き
く
減
少
す
る
も
の
の
、
町
単
独

の
建
設
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
か

ら
建
設
事
業
に
充
て
る
町
債
が
大
き
く
増
加

し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。 

【
歳
出
】 

　

義
務
的
経
費 

 

人
件
費 

退
職
者
の
増
や
議

員
定
数
減
に
よ
り
５
．
２
％
の
減
と
な
り
ま

し
た
。
人
件
費
の
う
ち
約
９
４
０
万
円
は
各

種
選
挙
に
係
る
人
件
費
で
す
。
扶
助
費 

事

務
処
理
が
最
上
地
区
広
域
連
合
に
移
行
す
る

こ
と
に
よ
り
、
国
県
の
負
担
金
が
直
接
歳
入

さ
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
見
か
け
上
大
き

く
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公
債
費 

町
債
発
行
の
抑
制
な
ど
か
ら
引
き
続
き
減
少

し
ま
す
。 

 

一
般
行
政
費 

 

物
件
費 

０
．９
％
の
増
と
な

り
ま
し
た
。
内
部
的
経
費
の
削
減
・
節
減
を

図
っ
た
も
の
の
、
一
方
で
電
算
シ
ス
テ
ム
の

更
新
、
豊
か
な
体
験
活
動
推
進
事
業
、
放
課

後
こ
ど
も
プ
ラ
ン
の
実
施
な
ど
に
よ
る
も
の

で
す
。
補
助
費
等 

最
上
広
域
組
合
へ
の
分

担
金
の
減
等
に
よ
り
２
．
８
％
の
減
と
な
り

ま
し
た
。
維
持
補
修
費 

除
排
雪
経
費
を
平

年
ベ
ー
ス
で
見
込
ん
だ
こ
と
に
加
え
、
県
道

の
一
部
の
除
雪
受
託
経
費
を
当
初
か
ら
見
込

ん
だ
こ
と
に
よ
り
大
幅
な
増
と
な
り
ま
し
た
。 

 

投
資
的
経
費 

予
算
規
模
を
左
右
し
ま
す
が
、

経
済
対
策
、
雇
用
対
策
も
視
野
に
入
れ
、
補

助
事
業
・
単
独
事
業
共
に
大
幅
な
増
加
と
な

り
ま
し
た
。
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金  

国
保
・

老
人
保
健
会
計
は
医
療
費
負
担
増
な
ど
に
よ

り
増
加
す
る
一
方
、
介
護
保
険
、
公
共
下
水

道
会
計
へ
の
繰
出
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り

繰
出
金
全
体
で
は
２
．１
％
の
増
と
な
り
ま

し
た
。 

【
主
な
投
資
的
事
業
】 

・
街
な
み
環
境
整
備
事
業
　
　
約
41
百
万
円 

・
道
路
改
良
事
業
　
　
　
　
　
約
56
百
万
円 

・
除
雪
機
械
更
新
事
業
　
　
　
約
19
百
万
円 

・
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
14
百
万
円 

・
経
済
活
性
化
対
策
ほ
場
整
備
等
モ
デ
ル
事

　
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
９
百
万
円 

・
火
葬
場
改
修
事
業
（
水
道
管
布
設
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
約
４
百
万
円 

   

　
特
別
会
計
（
８
会
計
）
の
全
体
（
公
営
企

業
会
計
の
上
水
道
事
業
と
病
院
事
業
は
収
益

的
支
出
）
で
は
、
前
年
度
と
比
べ
て
20
．
６

％
の
大
幅
な
減
少
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

国
保
事
業
が
最
上
地
区
広
域
連
合
へ
ほ
ぼ
移

行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
保
会

計
で
85
．
２
％
の
大
幅
な
減
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。
老
人
保
健
会
計
は
医
療

費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
８
．
５

％
の
増
、
介
護
保
険
会
計
は
制
度
改
正
の
影

響
に
よ
り
保
険
給
付
費
の
減
少
が
見
込
ま
れ

る
こ
と
か
ら
３
．
６
％
の
減
、
路
線
バ
ス
会

計
は
バ
ス
の
更
新
事
業
が
終
了
し
た
こ
と
か

ら
34
．
４
％
の
減
、
公
共
下
水
道
会
計
は
下

水
道
事
業
債
の
償
還
金
の
増
に
伴
い
２
．
７

％
の
増
、
病
院
会
計
は
入
院
収
益
の
減
少
を

見
込
み
４
．４
％
の
減
と
な
り
ま
し
た
。 

　
公
営
企
業
会
計
の
資
本
的
支
出
で
は
、
水

道
事
業
会
計
は
緊
急
時
用
連
絡
管
事
業
（
３

ケ
年
事
業
の
２
年
次
目
）
を
引
き
続
き
実
施

す
る
た
め
、
37
％
の
大
幅
な
増
と
な
り
ま
す

　 

                             

が
、
病
院
事
業
会
計
で
は
投
資
的
事
業
は
な

く
病
院
事
業
債
の
償
還
が
減
少
す
る
こ
と
か

　 

                             

ら
０
．８
％
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。 

 

　
　
歳
　
入
　
の
　
部 

町
税
‐
町
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税

　
　
た
ば
こ
税
、
入
湯
税
、
都
市
計
画
税
で
す 

地
方
譲
与
税
等
交
付
金
‐
国
・
県
か

　
ら
の
地
方
譲
与
譲
税
交
付
金
、
地
方
消
費
税
交

　
付
金
、
自
動
車
取
得
税
交
付
金
等
を
合
算
し
た

　
も
の
で
す 

地
方
交
付
税
‐
歳
入
の
半
分
以
上
を
占
め

　
る
国
か
ら
の
交
付
金
で
す 

国･

県
支
出
金
‐
事
業
に
対
す
る
国
県
か

　
ら
の
負
担
金
、
補
助
金
及
び
委
託
金
で
す 

分
担
金
・
負
担
金
‐
受
益
者
が
負
担
す

　
る
も
の
で
、
主
な
も
の
で
保
育
園
入
所
負
担
金

　
が
あ
り
ま
す 

使
用
料
・
手
数
料
‐
町
の
施
設
使
用
料

　
で
、
主
な
も
の
に
ス
キ
ー
場
、
町
営
住
宅
の
使

　
用
料
が
あ
り
ま
す
、
手
数
料
は
窓
口
で
の
証
明

　
書
料
や
廃
棄
物
処
理
料
等
で
す 

繰
入
金
‐
町
の
貯
金
で
あ
る
各
種
の
基
金
を

　
取
崩
し
て
、
事
業
の
財
源
と
し
て
一
般
会
計
に

　
入
れ
る
も
の
で
す 

繰
越
金
‐
前
年
度
に
余
剰
と
な
っ
て
、
翌
年

　
度
へ
繰
り
越
さ
れ
た
財
源
で
す 

諸
収
入
‐
右
記
の
い
ず
れ
に
も
分
類
さ
れ
な

　
い
歳
入
で
す 

町
債
‐
投
資
的
な
事
業
の
財
源
と
し
て
、
長
期

　
に
わ
た
っ
て
返
済
す
る
町
の
借
金
で
す 

　
　
歳
　
出
　
の
　
部 

○
義
務
的
経
費-

以
下
の
３
つ
の
経
費
で
裁
量
の

　
余
地
が
少
な
い
経
費
で
す
・
人
件
費
‐
議
員
、

　
町
長
等
の
特
別
職
及
び
職
員
に
係
る
給
与
で
、

　
直
接
に
支
払
う
給
料
の
ほ
か
、
事
業
主
と
し
て

　
町
が
負
担
す
る
、
民
間
で
い
う
社
会
保
険
料
な

　
ど
も
含
ま
れ
ま
す
・
扶
助
費
‐
法
律
等
の
定
め

　
に
よ
り
、
国
県
町
が
負
担
す
る
医
療
費
等
を
い

　
い
ま
す
・
公
債
費
‐
町
が
事
業
の
財
源
と
し
て

　
起
こ
し
た
借
金
の
返
済
金
で
、
元
金
と
利
子
の

　
合
計
で
す 

○
一
般
行
政
費
‐
義
務
的
経
費
と
投
資
的
経
費
、

　
繰
出
金
以
外
の
経
費
で
、
政
策
を
実
現
す
る
政

　
策
的
経
費
と
も
い
い
ま
す
・
物
件
費
‐
一
般
的

　
な
経
費
の
総
称
で
、
他
に
分
類
さ
れ
な
い
経
費

　
で
す
・
維
持
補
修
費
‐
町
の
施
設
の
修
繕
や
除

　
排
雪
経
費
で
す
・
補
助
費
等
‐
い
わ
ゆ
る
団
体

　
等
へ
の
補
助
金
や
負
担
金
と
し
て
支
出
す
る
経

　
費
で
、
最
上
広
域
組
合
分
担
金
や
水
道
・
病
院

　
会
計
へ
の
補
助
金
も
含
ま
れ
ま
す･

投
資･

出
資

　
金
‐
他
団
体
へ
の
投
資
や
出
資
金
で
、
ほ
と
ん

　
ど
が
病
院
会
計
へ
の
出
資
金
で
す
・
貸
付
金
‐

　
他
団
体
等
へ
の
貸
し
付
け
金
で
、
年
度
内
に
返

　
還
さ
れ
る
の
が
原
則
で
、
森
林
組
合
や
金
山
育

　
英
会
へ
の
貸
付
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
ま
す 

○
投
資
的
経
費
‐
将
来
に
わ
た
る
資
産
形
成
と
し

　
て
行
う
建
設
事
業
等
で
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
事

　
業
と
し
て
分
類
さ
れ
る
経
費
で
、
補
助
事
業
、

　
単
独
事
業
に
区
別
さ
れ
ま
す 

①
補
助
事
業
‐
国
の
補
助
金
を
受
け
て
行
う
事
業

②
単
独
事
業
‐
国
の
補
助
が
入
ら
な
い
事
業
で
、

　
町
内
に
あ
る
県
道
整
備
等
県
が
行
う
事
業
へ
の

　
町
の
負
担
金
も
含
ま
れ
ま
す 

○
そ
の
他 

　
・
繰
出
金
‐
各
種
特
別
会
計
に
対
し
て
、
一
般

　
会
計
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
し
て
支
出
す
る
経

　
費
で
す
・
予
備
費
‐
突
発
的
な
災
害
な
ど
に
予

　
算
を
組
む
余
裕
が
な
い
場
合
、
こ
れ
か
ら
流
用

　
し
て
支
出
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
通
常
は

　
支
出
す
る
こ
と
が
な
い
予
備
的
な
予
算
で
す 

　 

財
政
用
語
一
口
メ
モ 

財
政
用
語
一
口
メ
モ 

歳入歳出予算の年度別推移 (当初予算比較)3,088,000

97,500

653,630

417,800

11,540

148,260

59,430

(204,455) 
2 ,130,720

(154,145) 
199,560
(50,310) 
543,000

(204,455) 
5 ,218,720

3,096,000

657,100

602,700

433,400

17,600

144,390

59,000

(163,259) 
2 ,683,660

(112,539) 
201,370
(50,720) 
568,100

(163,259) 
5 ,779,660

△ 8,000

△ 559,600

50,930

△ 15,600

△ 6,060

3,870

430

(41,496) 
△ 552,940

(41,606) 
△ 1,810
(△ 410) 
△ 25,100

(41,196) 
△ 560,940

△ 0.3

△ 85.2

8.5

△ 3.6

△ 34.4

2.7

0.7

(25.2) 
△ 20.6

(37.0) 
△ 0.9
(△ 0.8) 
△ 4.4

(25.2) 
△ 9.7

2007／３月号 
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